
- 1 -

むつ市農業委員会第６７３回総会議事録

平成２３年１０月１４日（金）むつ市農業委員会総会が、むつ市役所大会議室１に

おいて開催された。

１．開催日時 平成２３年１０月１４日（金）午前１０時５０分から午後１２時００分

２．開催場所 むつ市役所 大会議室１

３．出席した委員の番号及び氏名（２６名）

番 号 役 職 名 氏 名

１ 農 業 委 員 板 井 弘 巳

２ 〃 栁 澤 都市秋

３ 〃 北 上 勝 利

４ 〃 柴 田 峯 生

６ 〃 福 永 忠 雄

８ 〃 野 里 岩 雄

１０ 〃 菅 原 靖 博

１１ 〃 工 藤 輝 雄

１２ 〃 本 山 日満夫

１３ 会 長 立 花 順 一

１４ 〃 水 戸 隆 璽

１５ 〃 鴨 田 輝 雄

１６ 〃 藤 澤 伊三郎

１７ 〃 橋 本 唯 志

１８ 〃 小 林 義 顯

１９ 〃 赤 坂 直 良

２０ 〃 嶋 影 秀 子

２１ 〃 菊 池 秀 藏

２２ 〃 立 花 幸 雄

２３ 〃 坪 清 志

２５ 〃 坂 本 正 一

２６ 〃 村 口 鉄 雄

２７ 〃 原 英 輔

２８ 〃 杉 山 武 美

２９ 会 長 職 務 代 理 者 畑 中 重 宏

３０ 農 業 委 員 中 嶋 寿 樹
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４．欠席した委員の番号及び氏名（４名）

番 号 役 職 名 氏 名

５ 農 業 委 員 蛯 名 修 一

７ 〃 村 口 利 光

９ 〃 北 川 岩 男

２４ 〃 山 口 芳 一

５．議事の概要

第１ 議事録署名委員の指名、会議書記の事務局職員の指名

第２ 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について

第３ 競売買受適格証明の承認について

第４ その他

６．会議に従事した職氏名

事務局長 手間本 富士雄

次 長 増 田 健 二

総括主幹 一 家 隆 雄

主 事 山 川 知 佳

７．会議録署名委員

１０番 菅 原 靖 博 １１番 工 藤 輝 雄

８．会議記録者

農業委員会事務局 主 事 山 川 知 佳
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会 議 の 概 要

議 長 ただいまから、むつ市農業委員会第６７３回総会を開催いたします。

ただいまの出席委員は、３０名中２６名で定足数に達しております。

本日、５番蛯名委員、７番村口利光委員、９番北川委員、２４番山口

委員より欠席の旨通告がありましたので、ご報告いたします。

議 長 これより、本日の会議を開きます。

日程第１、会議録署名委員の指名を行います。

会議録署名委員は、むつ市農業委員会会議規則第４３条の規定により

議長において、１０番菅原委員、１１番工藤委員を指名いたします。

なお、本日の会議書記には事務局職員の山川主事を指名いたします。

議 長 日程第２ 、会期の決定を行います。

本総会は、本日１日としたいと思いますが、これにご異議ありません

か。

各委員 異議なし

議 長 ご異議がありませんので、本総会の会期は、本日１日とすることに決

定いたします。

議 長 それでは、議案審議に入ります。

議案第１号「農地法第３条による許可申請について」を、議題に供し

ます。事務局より説明をお願いします。

事務局 議案第１号について、ご説明いたします。

農地法第３条の許可申請３件であります。受付第１号の申請地が２筆

中、むつ市大字関根字嘉戸沢５番１については、地目が田、面積が６，

４８２㎡。現況は、休耕地であります。むつ市大字関根字南関根２１６

番１、地目が畑、面積が５４３㎡。現況は、自給用の季節野菜が栽培さ

れています。高齢となる母親から四男の子供に土地の贈与を行う所有権

の移転であります。平成２３年９月１６日、５番蛯名委員、２３番坪委

員、２８番杉山委員、事務局において土地の利用状況を確認しておりま

す。営農計画書が提出されており、休耕地の部分も含めて農地の有効利

用を図るものであります。農地法第３条調査書に記載のとおり、基準要

件による下限面積、労働条件、農機具の利用、また、周辺農地において

及ぼす影響もなく、特に問題はないと思います。

受付第２号につきましては、申請地がむつ市大畑町松ノ木２０８番８、

地目が田、面積が１６７㎡。新潟市の姉から大畑町の弟に土地の贈与を

行う所有権の移転であります。平成２３年９月２１日、２番栁澤委員、

１９番赤坂委員、事務局において土地の利用状況を確認しております。

現況は、休耕地でありますが草苅などの手入れがされ、農地として適

正に管理されています。農地法第３条調査書に記載のとおり、基準要件

による下限面積、労働条件、農機具の利用、また、周辺農地において及
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ぼす影響もなく、特に問題はないと思います。

受付第３号につきましては、申請地がむつ市川内町新田１６４番、

地目が畑、面積が６７５㎡。売買による所有権の移転であります。平成

２３年１０月４日、１番板井委員、７番村口利光委員、８番野里委員、

２６番村口鉄雄委員、事務局において土地の利用状況を確認しておりま

す。現況は、畑地として季節野菜が栽培されています。譲渡人は、今後

において農地の耕作ができないため。また、譲受人においては、経営規

模拡大により、土地の売買を行うものであります。農地法第３条調査書

に記載のとおり、基準要件による下限面積、労働条件、農機具の利用、

また、周辺農地において及ぼす影響もなく、特に問題はないと思います。

議案第１号の受付第１号から第３号まで、農地法第３条第２項各号に

は該当しないため、許可要件を満たしているものと考えます。

以上で説明を終わります。

議 長 ただいまの説明に関して、現地調査を行った委員から補足説明があり

ましたらお願いいたします。

杉山委員 議案第１号受付第１号について、報告いたします。

平成２３年９月１６日、私と蛯名委員、坪委員、事務局で現地を確認

しております。事務局の説明のとおり、基準要件は満たされ、農業の継

続を行うもので特に問題はないと思います。

赤坂委員 議案第１号受付第２号について、報告いたします。

平成２３年９月２１日、私と栁澤委員、事務局で現地を確認しており

ます。事務局の説明のとおり、基準要件は満たされていますので、特に

問題はないと思います。

村口鉄雄 議案第１号受付第３号について、報告いたします。

委員 平成２３年１０月４日、私と板井委員、村口利光委員、野里委員、事

務局において現地を確認しております。事務局の説明のとおり、基準要

件は満たされ、経営規模拡大の計画により、特に問題はないと思います。

議 長 議案第１号について、質疑を許します。

質疑ございませんか。

各委員 なし

議 長 質疑がありませんので、議案第１号は原案のとおり承認いたします。

議 長 議案第２号の審議に入る前に、暫時休憩いたします。

菊池委員が議案第２号案件の当事者であります。議案第２号審議が終

わるまで、一時、会場から退席を求めます。

議 長 会議を再開いたします。

議 長 議案 第２ 号、「競売に係る買受け適格者証明の承認について」を、議

題に供します。事務局より説明願います。

事務局 議案第２号について、ご説明いたします。
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農地法第３条の適用を受ける土地について、競売に係る買受け適格者

証明の承認を得るものであります。

青森地方裁判所執行の事件番号平成２２年（ケ）第３５１号の競売物

件４筆については、裁判所においても今年の４月現地調査を行っていま

す。競売物件は、むつ市大字奥内字栖立場３番２、地目が畑、面積が

１，１８９㎡。字栖立場３番３、地目が畑、面積が６，０４３㎡。字栖

立場３番９、地目が畑、面積が１，３７６㎡。字栖立場３番１０、地目

が畑、面積が５５３㎡。合計４筆の面積が９，１６１㎡であります。入

札期間は、裁判所において平成２３年１０月２４日～１０月３１日まで

の期間入札となっております。平成２３年１０月６日立花幸雄委員、中

嶋委員、事務局において農地の利用状況を確認しております。競売物件

の所在地は、畑地として利用されています。買受申出人につきましては、

認定農業者であること、農地法第３条調査書に記載のとおり、基準要件

よる下限面積、労働条件、農機具の利用、また、周辺農地において及ぼ

す影響もなく、特に問題はないと思います。農地法第３条第２項各号に

は該当しないため、許可要件を満たしているものと考えます。

議 長 ただいまの説明に関して、現地調査を行った委員から補足説明があり

ましたらお願いいたします。

立花幸雄 議案第２号について、報告いたします。

委員 平成２３年１０月６日、私と中嶋委員、事務局で現地を確認しており

ます。現況は畑地であり、事務局の説明のとおり、基準要件は満たされ、

経営規模の拡大を行う計画で、農地法第３条の基準要件を満たしている

ことから、特に問題はないと思います。 以上です。

議 長 議案第２号について、質疑を許します。

質疑ございませんか。

柴田委員 承認を得た後、落札された場合許可したものと考えてよいのか。

事務局 農地法第３条の適用を受ける土地でありますので、基準要件が満たさ

れていれば承認され、競売の期間入札に参加できます。また、入札にお

いて落札された方は、許可されたものとして取扱いされることになりま

す。 以上です。

議 長 質疑ございませんか。

各委員 なし

議 長 質疑がありませんので、議案第２号は、原案のとおり承認いたします。

議 長 暫時休憩いたします。

議 長 菊池委員の入場を認めます。

議 長 会議を再開いたします。

議 長 追加議案第１号競売に係る買受適格者証明の承認について、議題に供

します。事務局より説明願います。
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事務局 平成２３年１０月１１日受付のありました追加議案第１号について、

ご説明いたします。

詳細につきましては、議案第２号と同じく、競売に参加するため買受

適格者証明の承認を得るものであります。

買受申出人は、営農計画書が提出されており、農地法第３条調査書に

記載のとおり、基準要件よる下限面積、労働条件、農機具の利用、また、

周辺農地において及ぼす影響もなく、特に問題はないと思います。農地

法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件を満たしているもの

と考えます。

議 長 追加議案第１号について、質疑を許します。

質疑ございませんか。

各委員 なし

議 長 質疑がありませんので、追加議案第１号は原案のとおり承認いたしま

す。

議 長 議案審議は、これをもちまして終了いたします。

議 長 法務局から地目変更登記に係る照会による、回答報告事項が７件あり

ます。 事務局より説明願います。

事務局 地目変更登記に係る農地の現況照会であります。

報告第１号につきましては、申請地が２筆、むつ市中央一丁目７３８

番１９、地目が畑、面積が２．８㎡。中央一丁目７３８番の２０、地目

が畑、面積が２．８㎡。平成２３年９月８日、１０番菅原委員、２２番

立花幸雄委員、事務局において土地の利用状況を確認しております。現

況は、宅地の状況で数十年経過していることから判断し、非農地として

回答しました。

報告第２号につきましては、申請地がむつ市並川町４８番３４、地目

が畑、面積が１４２㎡。平成２３年９月１４日、１０番菅原委員、１６

番藤澤委員、事務局において土地の利用状況を確認しております。現況

は、原野の状況で数十年経過していることから判断し、非農地として回

答しました。

報告第３号につきましては、申請地がむつ市大字関根字南関根１４９

番３、地目が畑、面積が４１８㎡。平成２３年９月１６日、２３番坪委

員、２８番杉山委員、事務局において土地の利用状況を確認しておりま

す。昭和４８年に住宅が建設されており、宅地の状況で数十年経過して

いることから判断し、非農地として回答しました。

報告第４号につきましては、申請地がむつ市大畑町正津川戦敷５７１

番、地目が田、面積が３，３６３㎡。平成２３年９月２０日、２番栁澤

委員、３番北上委員、１２番本山委員、１９番赤坂委員、２９番畑中委

員、事務局において土地の利用状況を確認しております。現地は、昭和
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５１年頃土壌汚染が発生した地域で農作物の生育が悪く、農作物作付け

に適さないこと、雑草が繁茂し原野の状況で数十年経過していることか

ら判断し、非農地として回答しました。

報告第５号につきましては、申請地がむつ市大畑町正津川平２９３番、

地目が田、面積が２，４５９㎡。平成２３年９月２０日、２番栁澤委員、

３番北上委員、１２番本山委員、１９番赤坂委員、２９番畑中委員、事

務局において土地の利用状況を確認しております。現況は、報告第４号

と同じく土壌汚染が発生した地域です。農作物の生育が悪く、農作物作

付けに適さないこと、雑草が繁茂し原野の状況で数十年経過しているこ

とから判断し、非農地として回答しました。

報告第６号につきましては、申請地がむつ市大字関根字南関根３９番

１、地目が畑、面積が７４２㎡。平成２３年９月２２日、２３番坪委員、

２８番杉山委員、事務局において土地の利用状況を確認しております。

昭和４６年に住宅が建設されており、宅地として数十年経過しているこ

とから判断し、非農地として回答しました。

報告第７号につきましては、申請地が２筆中、むつ市大字田名部字斗

南岡３２番４３６については、地目が畑、面積が１８３㎡。現況が山林

となっています。むつ市大字田名部字斗南岡３２番４３７については、

地目が畑、面積が４３１㎡。現況が公衆用道路となっています。平成２

３年９月２８日、２７番原委員、事務局において土地の利用状況を確認

しております。２筆とも、山林、公衆用道路として十数年経過している

ことから判断し、非農地として回答しました。 以上です。

議 長 これで報告を終わります。

その他、ご質疑・ご意見ありませんか。

各委員 なし

議 長 以上で、本日の議案の審議及び報告事項はすべて終了しました。

これをもちまして、むつ市農業委員会第６７３回総会を閉会します。

９．会議録署名委員

会議録署名委員 菅 原 靖 博

会議録署名委員 工 藤 輝 雄


